
　

市
内
の
小
中
学
生
が
描
い
た
火

災
予
防
ポ
ス
タ
ー
を
展
示
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
と
き　

１１
月
９
日
㈫
―
１１
月
１３

日
㈯㈯
　

□
と
こ
ろ　

恵
那
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　

消
防
本
部
予
防
課
志
２
６
―

０
１
１
９

　　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を

迎
え
、
全
国
一
斉
に
１１
月
９
日
㈫

か
ら
１５
日
㈪
ま
で
、
秋
の
全
国
火

災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
「
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守

る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
守
り
、

火
災
の
発
生
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

【
３
つ
の
習
慣
】

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
う
。

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

【
４
つ
の
対
策
】

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

②
寝
具
や
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災

を
防
ぐ
た
め
、
防
炎
品
を
使
う
。

③
火
災
を
初
期
に
消
す
た
め
、
住

宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る
。

　
　

消
防
本
部
予
防
課
志
２
６
―

０
１
１
９

　　

現
在
、
市
内
医
療
機
関
で
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
と
し
も
、
非

課
税
世
帯
（
市
民
税
を
納
め
る
必

要
の
な
い
世
帯
）
は
、
接
種
費
用

が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
接
種
前
に
、
実
費
徴
収

免
除
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
事
前
に
電
話
で
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□
期
間　

平
成
２３
年
３
月
３１
日
㈭

案
内

ま
で

□
対
象
者　

非
課
税
世
帯
の
方
全

員□
持
ち
物　

申
請
す
る
全
員
の
保

険
証
や
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
書

類
。

　
　

健
康
推
進
課（
内
線
２
２
１
）

　

次
の
取
扱
店
で
県
民
手
帳
の
販

売
を
行
い
ま
す
。
市
で
は
、
予
約

や
販
売
は
し
ま
せ
ん
。

□
価
格　

６
０
０
円
（
色
は
黒
、

紺
、
え
ん
じ
、
グ
レ
ー
）

□
発
売
時
期　

１１
月
中
旬
を
予
定

□
取
扱
書
店　

㈲
松
林
堂
書
店
、

恵
文
堂
、
堀
書
店
、
矢
野
書
店
、

三
洋
堂
書
店
岩
村
店
、
三
洋
堂
書

店
新
恵
那
店
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
ミ
ツ
オ
カ

（
予
約
販
売
の
み
）、
花
ノ
木
書
房

（
予
約
販
売
の
み
）

　
　

企
画
課
（
内
線
３
３
１
）

□
と
き　

１１
月
１４
日
㈰
午
前
９
時

―
午
後
３
時

□
と
こ
ろ　

東
美
濃
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
（
中
津
川
市
）

□
内
容　

野
菜
の
即
売
、
農
産
物

問

ぎふチャンで市町村の情報が得られます
品
評
会
、農
業
経
営
コ
ン
ク
ー
ル
、

農
畜
産
物
展
示
販
売
、も
ち
投
げ
、

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｅ
Ｉ

の
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
な
ど

　
　

東
美
濃
農
業
協
同
組
合
営
農

部
志
０
５
７
３
―
７
８
―
０
１
３

７
　

サ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
花
の
木
で
は
、

宅
地
の
分
譲
を
行
っ
て
い
ま
す
。

□
と
こ
ろ　

サ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
花
の

木
地
内
（
武
並
町
藤
）

□
分
譲
区
画
数　

４０
区
画

□
区
画
面
積　

２
０
６
平
方
㍍
―

２
７
２
平
方
㍍

□
区
画
分
譲
価
格　

３
８
６
万
円

―
５
１
２
万
円

※
詳
細
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

ttp

://ju
k

o
.g

ifu
-d

jr.o
r.jp

/

）
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い

　
　

県
住
宅
供
給
公
社
管
理
第
１

課
志
０
５
８
―
２
７
７
―
１
０
５

１

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
加
入
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト
を
、
も
っ
と
Ｐ
Ｒ
す
れ

ば
人
口
減
少
対
策
に
つ
な
が
る
。

・
通
勤
者
の
利
便
性
を
高
め
る
こ

と
が
人
口
増
に
つ
な
が
る
。

・
駅
前
広
場
の
使
い
勝
手
が
悪
く

な
っ
た
。

・
福
祉
施
設
や
保
育
園
の
統
合
と

指
定
管
理
、
学
校
の
統
合
に
つ
い

て
は
、
地
域
の
意
見
を
聞
き
な
が

ら
検
討
を
望
む
。

・
若
者
の
就
職
支
援
の
現
状
に
つ

い
て
。

・
東
山
道
な
ど
歴
史
遺
産
の
活
用

に
つ
い
て
の
支
援
を
望
む
。

・
農
業
集
落
排
水
施
設
の
効
率
的

な
運
用
に
つ
い
て
。

・
人
口
減
少
の
対
策
に
つ
い
て
は
、

分
か
り
や
す
い
対
策
が
必
要
。

・
国
道
改
良
の
早
期
実
現
を
。

・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の

職
員
の
意
識
改
革
と
人
事
管
理
。

・
ク
マ
の
対
策
が
必
要
。
安
全
の

た
め
地
域
で
も
目
配
り
を
。

・
救
急
車
の
ド
ク
タ
ー
カ
ー
的
運

用
と
は
。

・
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
を
体
育
振
興
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
か
。

・
公
民
館
と
振
興
事
務
所
の
統
合

に
つ
い
て
。

・
武
並
に
ス
マ
ー
ト
・
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
を
建
設
す
れ
ば
有
効
。

・
病
院
の
在
り
方
検
討
に
つ
い
て
。

・
小
規
模
学
校
の
検
討
結
果
に
つ

い
て
。

・
県
道
改
良
の
進
め
方
。

・
鳥
獣
被
害
対
策
の
早
急
な
強
化

を
望
む
。

　
・
幼
稚
園
と
保
育
園
の
一
元
化
に

つ
い
て
。

・
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入

に
問
題
は
な
い
か
。

・
今
後
の
地
域
づ
く
り
補
助
金
の

方
向
性
に
つ
い
て
。

・
空
き
家
活
用
の
た
め
の
支
援
策

の
充
実
を
望
む
。

・
高
齢
者
移
送
事
業
継
続
の
た
め

の
支
援
に
つ
い
て
。

・
移
住
希
望
者
が
定
住
で
き
る
方

策
が
大
切
。

・
空
き
家
を
活
用
す
る
た
め
の
具

体
的
な
支
援
に
つ
い
て
。

・
地
域
住
民
に
よ
る
高
齢
者
の
見

守
り
体
制
を
強
化
し
た
い
。
市
で

位
置
付
け
で
き
な
い
か
。

・
地
域
自
治
区
制
度
に
つ
い
て
の

周
知
が
も
っ
と
必
要
。

・
消
防
団
の
訓
練
の
在
り
方
が
人

口
減
少
の
一
因
と
な
っ
て
い
な
い

か
。

・
救
急
車
の
ド
ク
タ
ー
カ
ー
的
運

用
は
実
現
可
能
か
。

・
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
の
跡
地
の
活
用

を
積
極
的
に
進
め
た
い
。

・
恵
那
駅
前
の
自
家
用
送
迎
車
の

混
雑
解
消
に
つ
い
て
。

・
行
財
政
改
革
は
、
市
民
向
け
と

市
役
所
内
部
の
改
革
と
同
時
に
行

う
こ
と
が
大
切
。

・
町
並
み
の
保
存
に
つ
い
て
。

・
図
書
館
の
有
効
活
用
を
。

・
市
役
所
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
に
つ
い
て
。

・
小
中
学
校
の
将
来
の
在
り
方
。

・
病
院
の
在
り
方
に
つ
い
て
。

・
市
有
施
設
の
草
刈
り
な
ど
管
理

を
ど
う
し
て
い
く
か
。

・
交
流
人
口
を
増
や
す
た
め
に
積

極
的
な
市
の
Ｐ
Ｒ
が
必
要
。

　
９
月
７
日
か
ら
１０
月
１９
日
に
、
市
内
１３
地
区
で
地
域
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
、
全
体
で
約
１
６
０
０
人
が
参
加
し
ま
し

た
。
現
在
策
定
中
の
行
財
政
改
革
大
綱
の
実
効
性
に
対
す
る
意
見
や
提
案
、
市
の
人
口
減
少
対
策
を
踏
ま
え
地
域
で
の

取
り
組
み
方
、
ま
た
地
域
で
抱
え
て
い
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
か
な
ど
、
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま

し
た
。
な
か
で
も
農
作
物
の
鳥
獣
被
害
と
学
校
の
適
正
規
模
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
回
多
く
の
地
域
で
話
題
と
な

り
、
そ
の
深
刻
さ
や
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、各
地
域
で
の
主
な
意
見
や
提
案
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
地
域
懇
談
会
の
議
事
録
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.city

.en
a
.lg

.jp
/

）
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
線
６
３
６
）、
企
画
課
（
内
線
３
３
２
）

問

第
６
回
ひ
が
し
み
の
農
業

祭

１１
月
９
日
か
ら
秋
季
全
国

火
災
予
防
運
動
の
週
間

火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー
展

県
民
手
帳
は
取
扱
店
で
お

求
め
を

サ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
花
の
木
で

宅
地
を
分
譲
中

非
課
税
世
帯
の
方
の
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

問

問

問 問

▲

昨
年
度
の
市
長
賞
作
品

問

▲

デ
ー
タ
放
送
の
画
面

人
口
減
少
を
食
い
止
め
、
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

長
島
町
（
９
月
７
日
開
催
）

山
岡
町
（

１０
月

１５
日
開
催
）

武
並
町
（
９
月

２８
日
開
催
）

飯
地
町
（
９
月

２１
日
開
催
）

東
野
（
９
月

１７
日
開
催
）

上
矢
作
町
（
９
月

２７
日
開
催
）

串
原
（
９
月

２９
日
開
催
）

中
野
方
町
（

１０
月
５
日
開
催
）

笠
置
町
（
９
月

２２
日
開
催
）

岩
村
町
（

１０
月

１９
日
開
催
）

三
郷
町
（

１０
月
４
日
開
催
）

大
井
町
（

１０
月

１２
日
開
催
）

明
智
町
（
９
月
９
日
開
催
）

地
域
懇
談
会
を
１３
カ
所
で
開
催

　地上デジタル放送の特長の一

つであるデータ放送を活用し、

ぎふチャン（８ｃｈ）で県内市町

村の情報を２４時間閲覧できる

サービスが、試験的にスタート

しました。５項目の情報を、毎

週月曜日に更新していきます。

【データ放送での情報の見方】

①地上デジタル放送のぎふチャ

ン（８ｃｈ）に合わせる。

②リモコンの「ｄボタン」を押す。

③矢印ボタンで、県内の市町村

を選んで、決定ボタンを押す。

　　企画課（内線３１３、３１４）

▲飯地町でも行財政改革の素案を説明
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市
で
は
、
保
育
士
の
臨
時
職
員

を
次
の
よ
う
に
募
集
し
ま
す
。

□
定
員　

若
干
名

□
資
格　

保
育
士
資
格
（
平
成
２３

年
３
月
取
得
予
定
者
も
可
）
と
普

通
運
転
免
許
を
有
す
る
方

□
勤
務
先　

公
立
保
育
園

□
賃
金　

８
０
０
０
円
／
日
、
通

勤
手
当
別
途
支
給
、
社
会
保
険
、

厚
生
年
金
、
雇
用
保
険
加
入

□
勤
務
時
間　

週
５
日
勤
務
で
午

前
８
時
半
―
午
後
４
時
４５
分　

□
受
付
期
間　

１１
月
１６
日
㈫
ま
で

の
午
前
８
時
半
―
午
後
５
時
１５
分

（
土
・
日
を
除
く
）

□
申
込
み
方
法　

履
歴
書
と
資
格

証
を
持
参
し
、
子
育
て
支
援
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

□
採
用
試
験
日　

１１
月
１９
日
㈮
午

後
１
時
半

□
採
用
通
知　

採
用
者
に
は
後
日

合
格
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。

□
採
用
日　

平
成
２３
年
４
月
１
日

㈮
　
　
　
　

子
育
て
支
援
課
児
童
施

設
係
・
西
尾
（
内
線
２
２
９
）

□
業
務
内
容　

庁
舎
営
繕
と
マ
イ

ク
ロ
バ
ス
の
運
転
業
務

□
定
員　

１
人

□
資
格　

大
型
自
動
車
免
許
を
有

す
る
方

□
勤
務
先　

市
役
所

□
賃
金　

６
０
０
０
円
／
日
（
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
運
転
時
は
１
５
０
０

円
／
時
）、社
会
保
険
、厚
生
年
金
、

雇
用
保
険
加
入

□
勤
務
時
間　

午
前
８
時
半
―
午

後
５
時
（
時
間
外
勤
務
有
り
）

□
締
め
切
り　

１１
月
３０
日
㈫

□
申
し
込
み
方
法　

履
歴
書
を
財

務
課
へ
提
出
す
る
。

□
採
用
日　

平
成
２３
年
４
月
１
日

㈮
　
　
　
　

財
務
課
管
財
係
（
内
線

３
５
５
）

　

銃
砲
や
刀
剣
類
の
所
持
や
売
買

に
は
、
登
録
が
必
要
で
す
。
未
登

録
や
新
取
得
の
銃
砲
刀
剣
類
を
お

持
ち
の
方
は
、
登
録
を
し
て
く
だ

さ
い
。

□
と
き　

１１
月
１２
日
㈮
午
前
１０
時

―
午
後
２
時

□
と
こ
ろ　

恵
那
総
合
庁
舎
５
階

大
会
議
室

□
持
ち
物　

登
録
を
希
望
す
る
銃

砲
刀
剣
類
、
銃
砲
刀
剣
類
発
見
届

出
済
証
（
最
寄
の
警
察
署
へ
届
け

出
て
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
）

□
登
録
手
数
料　

６
３
０
０
円
／

件
　
　

県
教
育
委
員
会
社
会
教
育

文
化
課
志
０
５
８
―
２
７
２
―

８
７
５
９

　

知
的
障
が
い
が
あ
る
方
へ
療
育

手
帳
の
交
付
や
更
新
な
ど
の
診
断

や
相
談
を
行
い
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

□
と
き　

１１
月
１５
日
㈪
午
前
９
時

―
午
後
２
時
半

□
と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

□
対
象
者　

１８
歳
未
満
の
知
的
障

が
い
者
の
方

□
費
用　

無
料

□
持
ち
物　

印
鑑
、療
育
手
帳（
お

持
ち
の
方
）

□
締
め
切
り　

１１
月
１０
日
㈬

　
　

社
会
福
祉
課（
内
線
１
３
４
）

□
と
き　

１１
月
１５
日
㈪
午
前
１０
時

―
午
後
４
時

□
と
こ
ろ　

に
ぎ
わ
い
プ
ラ
ザ
６

階
（
Ｊ
Ｒ
中
津
川
駅
前
）

□
内
容　

家
庭
内
紛
争
、
交
通
事

故
、
土
地
建
物
、
金
銭
な
ど
の
問

題
の
調
停
・
法
律
相
談

□
相
談
員　

調
停
委
員
、
弁
護
士

　
　

中
津
川
簡
易
裁
判
所
志
０
５

７
３
―
６
６
―
１
５
３
０

　

上
矢
作
町
小
田
子
地
区
の
地
籍

調
査
が
終
了
し
、
１０
月
１５
日
に
登

記
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
で
市
内
の
地
籍
調
査
の
登

記
完
了
面
積
は
１
２
３
・
９
１
平

方
㌔
と

な
り
、

完
了

率
は

２７
・
４
㌫
と
な
り
ま
し
た
。

□
調
査
範
囲　

上
矢
作
町
大
字
小

田
子
の
一
部

□
調
査
面
積　

０
・
３
７
平
方
㌔

□
調
査
筆
数　

８
６
３
筆

　
　

地
籍
調
査
推
進
室
志
４
３
―

２
１
１
１
（
内
線
２
４
７
）

　

「
恵
那
市
を
知
ろ
ま
い
か
」
の

歴
史
講
座
で
は
、
恵
那
を
愛
し
た

歌
人
、
北
原
白
秋
氏
に
つ
い
て
学

び
ま
す
。

　

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

□
と
き　

１１
月
１９
日
㈮
午
前
１０
時

―
正
午

□
と
こ
ろ　

市
役
所
会
議
棟
大
会

議
室

□
内
容　

北
原
白
秋
と
恵
那
と
の

関
わ
り

□
講
師　

荻
山
數
氏

□
参
加
費　

無
料

　
　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
線

６
３
７
）

案
内

募
集

　市では１１月１１日㈭から１週間、

市役所１階ロビーで、税に関する書

道展やパネルの展示などを行いま

す。ぜひ、この機会に税について考

えてみてください。

市税は約７１億円

　市は、個人や民間の団体の活動だ

けで賄えないさまざまな公共サービ

スを提供しています。このような、

市の行政活動を支える重要な財源と

して、市税が生かされています。

　市税には、市民税や固定資産税、

都市計画税、軽自動車税などの直接

税と、市町村たばこ税や入湯税、鉱

産税などの間接税があります。昨年

度の内訳は、次の表のとおりです。

　昨年度の決算では、一般会計の市

税歳入は、７１億４，６２７万円で歳入全

体の２３．１㌫でした。一般会計の歳

出総額は２９０億１，１４７万円でした。

（詳細は、本紙４㌻を参照）

収納率は９８.２４％

　平成２１年度現年度分の収納率（実

際の収入／納付されるべき額）は

９８．２４㌫となり、１．７６㌫が滞納と

して平成２２年度へ繰り越しました。

　市税を有効に使うには、皆さんの

協力で納期内に納税をしていただく

ことが必要です。納付期日を過ぎる

と、税金や督促料のほかに、高い利

率の延滞金も掛かります。

　督促状を受け取っても、なお納付

いただけない場合は、やむを得ず財

産の差し押さえや公売での徴収にな

ります。差し押さえなどの強制処分

は、納期内に納付した方との公平性

や市税の確保のため、法律に基づい

て行うものです。ぜひ納期内の納付

にご協力ください。

≪納期内の納付のために≫

※納期忘れの防止や納付に行けない

方は、口座振替をお勧めします。

※納期までに納付できない場合は、

あらかじめ連絡いただければ、平日

の夜間でも納税相談に応じます。ま

た、毎月下旬の休日も納税相談を受

け付けています

　　収納対策室（内線５０７）

税情報を掲載

　「ＩＴ化・国際化と税」をテーマ

として、皆さんに税の仕組みや目的

などを考えてもらい、国の基本とな

る税の理解を深めてもらおうと、国

税庁ウェブサイトに税務行政などを

掲載しています。

年金の取り扱いを変更

　相続や贈与などにかかる生命保険

契約や損害保険契約などに基づく年

金について、所得税の取り扱いが改

めらました。これにより、所得税の

還付が受けられることがあります。

国税庁ウェブサイトを確認ください。

【共通】

　　 中 津 川 税 務 署志０５７３-６６-

１２０２、国税庁ウェブサイト（www.

nta.go.jp）

【青色申告決算などの説明会】

　所得税の青色申告決算書や関係書

類の一般的な書き方の説明会を開催

します。

□とき　①１１月１６日㈫午後１時半

～３時半　②１１月１８日㈭午後１時

半～３時半

□ところ　①中津川市健康福祉会館

②恵那文化センター集会室

□対象　個人青色申告者

　　中津川税務署個人課税第一部門

志０５７３-６６-９２３７

税についてお知らせします ～１１月１１日昭から１７日昌は、税を考える週間～・ ・

　近年、保護者から虐待を受ける子

どもが増えていて、特に子どもの生

命が奪われるなど重大な事件も後を

絶たない状況です。昨年度、市でも

児童に関する相談が、５９件１０６人

ありました。そのうち２０人が虐待

に関する相談でした。

　虐待は、子どもの心や虐待をして

しまった人にも深い傷を残します。

　子どもを持つ親だけでなく、社会

全体で考え、一人一人が協力するこ

とが求められています。

【虐待とは】

　児童虐待は、殴る・けるなどの身

体的虐待、傷つける言葉を繰り返

す・拒否的な態度をとるなどの心理

的虐待、食事を与えない・自動車の

中に放置するなどのネグレクト（ 養

育放棄）、子どもへの性交や性的な

行為を見せるなどの性的虐待があり

ます。これらは、子どもの命を脅か

し、心を深く傷つける行為です。

【児童虐待としつけ】

　虐待が起きる原因に、親自身が、

虐待していることに気づかないこと

があります。例えば、虐待と思われ

るような行為を、親がしつけと認識

していることが挙げられます。確か

に虐待としつけを区別することは難

しく、線引きできないのも事実です。

　しかし、子どもが耐え難い苦痛を

感じたり、成長に悪影響を与えたり

する行為であれば、それは虐待です。

たとえ、しつけのつもりでも、子ど

もの身体を傷つけたり、きつくしか

り続けたりして、子どもの成長や発

達を損なう恐れがあれば、虐待に当

たります。

【心配な子どもがいたら】

　虐待を受けている子どもは、必ず

何らかのサインを出しています。身

近に心配な子どもがいたら、まずは

家庭児童相談室（子育て支援課）に

連絡してください。

　子どもの安全を第一とし、連絡し

た人の秘密も守られます。虐待でな

い場合も、責任は問われません。

　　子育て支援課（内線２２６）

１１月は児童虐待防止月間です・ ・

問

問

問

問

問

問

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

を
開
催

地
籍
調
査
の
登
記
が
完
了

問

恵
那
市
を
知
ろ
ま
い
か

歴
史
講
座
で
白
秋
を
学
ぶ

保
育
士
の
臨
時
職
員

財
務
課
の
臨
時
職
員

療
育
手
帳
の
診
断
と
相
談

申
・
問

問

申
・
問

問

無
料
調
停
相
談
を
実
施

▲おやつを配膳する保育士

市 民 税 ２７億９,９１３万円    

固定資産税 ３６億０,２４２万円  

軽自動車税 １億２,０８９万円

た ば こ 税 ２億９,７２２万円

都市計画税 ２億７,６９０万円

そ の 他 ４,９７１万円

合 計 ７１億４,６２７万円

平成２１年度市税の歳入内訳

差し押さえ件数 ３２０件

換価金額 ２,００６万円

平成２１年度差し押さえの件数
▲児童虐待防止のポスター
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陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生

徒
を
募
集
し
ま
す
。

□
応
募
資
格　

平
成
２３
年
４
月
１

日
現
在
で
１５
歳
以
上
１７
歳
未
満
の

男
性

□
受
付
期
間　

１１
月
１
日
㈪
―
平

成
２３
年
１
月
７
日
㈮

□
１
次
試
験　

▽
と
き
＝
平
成
２３

年
１
月
２２
日
㈯　

▽
と
こ
ろ
＝
航

空
自
衛
隊
岐
阜
基
地（
各
務
原
市
）

□
推
薦
試
験　

▽
受
付
期
間
＝
１１

月
１
日
㈪
―
平
成
２３
年
１
月
６
日

㈭　

▽
試
験
日
＝
平
成
２３
年
１
月

１５
日
㈯
―
１
月
１７
日
㈪
ま
で
の
間

で
指
定
す
る
１
日

　
　
　
　

自
衛
隊
恵
那
地
域
事
務

所
志
２
６
―
４
３
１
０

　

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
新
し
い

出
会
い
を
見
つ
け
ま
せ
ん
か
。

□
と
き　

１２
月
１２
日
㈰
午
後
１
時

半
―
４
時

□
と
こ
ろ　

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ（
長
島
町
中
野
）

□
内
容　

お
茶
と
ケ
ー
キ
を
楽
し

み
な
が
ら
の

交
流
会

□
対
象　

独
身
の
男
女

（
婚
暦
や
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）

※
男
性
は
市
内
在
住
で
、
登
録
が

必
要
で
す

□
定
員　

男
女
各
１５
人
（
応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
）

□
参
加
費　

▽
男
性
＝
２
０
０
０

円　

▽
女
性
＝
１
０
０
０
円　

□
締
め
切
り　

１１
月
３０
日
㈫
必
着

□
申
込
方
法　

①
住
所
②
氏
名
③

性
別
④
年
齢
⑤
電
話
番
号
⑥
職
業

⑦
趣
味
―
を
明
記
し
て
、
直
接
か

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

〒
５
０
９
―
７
２
９
２

長
島
町
正
家
１
―
１
―
１　

ふ

る
さ
と
活
力
推
進
室
（
内
線

３
８
１
）
思
２
５
―
６
１
５
０
死

k
ik

ak
u
@

city
.en

a.lg
.jp

　
　

恵
那
こ
と
ぶ
き
結
婚
相
談
所

運
営
協
議
会
・
林
志
０
８
０
―

２
６
１
８
―
５
５
０
６

募
集

　まちづくり市民活動とは、市民が

仲間と一緒に、子育てや福祉、環境

など、まちの課題解決に向け、自分

たちで取り組む活動です。

　この事業は、市民のまちづくり活

動を支援するため、市が経費の全額

または一部を助成するものです。

　活動計画の立て方や書類の記入の

仕方など、まちづくり市民協会で、

事前に相談できます。皆さん、ぜひ

応募してください。

□助成内容　 ▽ ファーストステップ

部門＝新たな活動に挑戦するグルー

プに１年間だけ、まちづくり活動費

助成対象額の全額（上限５万円）を

助成　 ▽ まちづくり活動部門＝まち

づくり活動費助成対象額の３分の２

（上限５０万円）を助成　 ▽ 市民提案

型協働部門＝市と一緒に行うこと

で、より効果が見込まれる事業。事

業費の全額を助成（上限３０万円）

□応募期間　平成２３年２月中旬～

３月下旬

□応募資格　 ▽市内活動団体である

こと（代表者が市内に在住か在勤、

または在学している者で構成員全員

に活動の意思がある団体）　 ▽まち

づくり活動に情熱があること　 ▽ 事

業計画が具体的であること　 ▽ ５人

以上の団体であること　 ▽ 未成年者

のみの団体は、成人の責任者が必要

▽ まちづくり活動部門は、3 分の 1

の自己資金を確保できること

□注意事項　同一事業の応募は３年

まで。応募は全部門を通じて１団体

で１件のみになります。審査員など

審査にかかわる方が所属する団体

は、応募の対象外です。

　企画内容が政治や宗教、営利を目

的とする活動は対象外とします。ま

た反社会的団体や、これらの構成員

などの統制の下にある団体も応募で

きません。

　市やほかの団体から補助金などを

重複して受けることはできません。

【事前相談会を開催】

　申請内容の相談や、応募用紙の記

入などを手伝います。まずは事前相

談会にお越しください。

□とき　▽ファーストステップ部

門・まちづくり活動部門＝１２月１

日㈬～平成２３年３月上旬　▽市民提

案型協働事業部門＝通年

□ところ　まちづくり市民協会

【審査会の審査員を募集】

　当助成事業に応募した事業の活動

計画や、公益性を審査し、助成金額

を決める審査員を募集します。

□定員　２人

□対象　市内在住の方

□報酬　無償

□締め切り　平成２３年２月２８日㈪
□選考方法　まちづくり市民協会で

面接により決定します。

【中間交流会を開催】

　本年度の「恵那市まちづくり市民

活動推進助成事業」の中間交流会を、

下記のとおり開催します。今後、助

成を受けたい方、まちづくりに興味

をお持ちの方、どなたでも、多数の

方の参加をお待ちしています。直接、

会場にお越しください。

□とき　１２月５日㈰午後１時

□ところ　市共同福祉会館

【共通】

　　　　まちづくり市民協会志思

２０-０６５７、まちづくり推進課（内

線６３７）

平成２３年度まちづくり市民活動推進助成事業に応募しませんか・ ・

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学

校
の
生
徒

申・問

ふ
れ
あ
い
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

パ
ー
テ
ィ
ー
の
参
加
者

申
・
問

申
・
問

問

　
　

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
大
き
く

分
け
て
「
煙
式
」
と
「
熱
式
」
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。
寝
室
や
階
段

は
煙
式
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

ど
ち
ら
も
、
火
災
の
発
生
を
警
報

音
や
音
声
で
知
ら
せ
ま
す
。

　

耳
の
不
自
由
な
方
は
、
光
を
発

す
る
機
器
な
ど
を
取
り
付
け
、
音

以
外
の
方
法
で
火
災
を
知
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、普
段
、

就
寝
に
使
う
部
屋
（
寝
室
）
に
設

置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

就
寝
に
使
用
す
る
子
ど
も
部
屋
も

含
み
ま
す
。
寝
室
が
２
階
に
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
階
の
階
段
に
も

設
置
が
必
要
で
す
。

　

電
池
タ
イ
プ
の
警
報
器
は
、
誰

で
も
間
単
に
取
り
付
け
で
き
ま
す

が
、
賃
貸
の
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
は
、
大
家
さ
ん
と
相

談
し
て
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　

警
報
器
の
お
か
げ
で
、
火
の
消

し
忘
れ
に
よ
る
天
ぷ
ら
油
の
過
熱

を
、
早
期
に
発
見
で
き
、
火
災
に

至
ら
な
か
っ
た
事
例
が
、
市
内
に

も
あ
り
ま
し
た
。
住
宅
の
構
造
に

よ
っ
て
、
設
置
場
所
な
ど
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

最
寄
り
の
消
防
署
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「名所江戸百景　―追憶の情景―」

　　　            １１/２８㈰まで

　広重は、全国の名所絵を残し

ています。最も数多く描いたの

は江戸名所でした。中でも没

年まで描き続けられた「名所

江 戸 百 景 」 は 代 表 作 で す。　 

　新鮮な構図と何気ない江戸の

風景など、広重の江戸への思い

が込められた作品の数々を堪能

ください。

１１月７日掌、１２月５日掌は、市民

の日（市民に限り観覧料が無料

です。当日、受付係に「恵那市民

です」とお伝えください )

　　中山道広重美術館志２０-０５２２

　

住
宅
火
災
で
、
就
寝
中
の

逃
げ
遅
れ
に
よ
る
死
者
が
増

加
し
て
ま
す
。

　

市
火
災
予
防
条
例
に
よ

り
、
来
年
５
月
３１
日
㈫
ま
で

に
す
べ
て
の
住
宅
で
、
火
災

警
報
器
の
設
置
が
必
要
で

す
。
未
設
置
の
世
帯
は
、
早

め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

□
問
い
合
わ
せ　

恵
那
消
防

署
志
２
６
―
０
１
１
９
、
岩

村
消
防
署
志
４
３
―
０
１
１

９
、
明
智
消
防
署
志
５
５
―

０
１
１
９
、
上
矢
作
分
署
志

４
７
―
０
１
１
９

　寝室や階段は設置が義務付けられています。

　台所や居室にも設置をお勧めします。　

あ
と
２１２
日
で
、
す
べ
て
の
住
宅
に
、

火
災
警
報
器
の
設
置
が
必
要
で
す

煙
式
と
熱
式
の
機
器

寝
室
と
階
段
に
設
置

至瑞浪市 至中津川市
Ｒ１９

問

▲美術館ボランティアの田口美

津子さんが制作した山村風景に

見立てたオブジェ（美術館中庭）
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